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量の見込み及び確保方策について（案） 

◇提供体制の確保 

ニーズ量に対して、教育・保育施設及び地域型保育事業による提供体制、確保方策

及び実施年度等を認定区分ごとに設定します。 

 

教育・保育 

 

（１）１号認定：３歳以上で教育を希望 

１号認定（認定こども園及び幼稚園）                          単位：人 

１号認定 
R6 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み  913 991 923 884 859 869 

② 確保方策 2,044 2,044 
2,044 

2,044 2,044 2,044 

②－① 1,131 1,053 1,121 1,160 1,185 1,175 

確保方策の内容  

   

 

 

（２）２号認定：満３歳以上で教育・保育を希望 

２号認定（認定こども園・認可保育園・特定地域型保育事業）          単位：人 

２号認定 
R6 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み  1,634 1,591 1,522 1,498 1,494 1,554 

② 確保方策 1,9６３ 
1,936 

1,936 1,936 1,936 1,936 

②－① 329 345 414 438 442 382 

確保方策の内容  

検討中 

検討中 
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（３）３号認定：満３歳未満で保育を希望 

 
３号認定（認定こども園 ・ 認可保育園・特定地域型保育事業）            単位：人 

０歳 
R6 

(見込み) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み 296 304 317 329 340 350 

② 

確
保
方
策 

認定こども園 

認可保育園 
290 290 

290 
290 290 290 

特定地域型保

育事業 
52 52 52 52 52 

55 

(+3) 

②－① 46 38 25 13 2 ▲5 

１歳 
R6 

(見込み) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み 496 492 520 537 551 564 

② 

確
保
方
策 

認定こども園 

認可保育園 
421 421 421 421 421 

421 

特定地域型保

育事業 
87 87 87 87 87 

95 

(+8) 

②－① 12 16 ▲12 ▲29 ▲43 ▲48 

２歳 
R6 

(見込み) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み 545 495 506 538 559 578 

② 

確
保
方
策 

認定こども園 

認可保育園 
514 514 514 514 514 

514 

特定地域型保

育事業 
94 94 94 94 94 

102 

(+8) 

②－① 63 113 102 70 49 38 

確保方策の内容 

・ 0 から 2 歳までの保育需要に対して、令和１０年度に小規模保育

事業所１園を公募、令和１１年度に開設し、定員の増加を図ります。 

 

・ 保育士確保に向けた取り組みなどよる利用定員の見直しや幼稚

園等の認定こども園への移行の推奨等による定員の増加を検討

します。 

 

  

検討中 

検討中 

検討中 
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地域子ども・子育て支援事業 

 国の算出方法から算出した量の見込みが、過去の実績と比較して差異があるため、
過去の実績等、本市の実情に合わせて算出しております。 

※ 算出方法については、国で示されたものを使用せず、過去の実績等、各自治体の実情に

合わせて算出することが可能であるとされております。 

 

（１）延長保育事業 

保育園等において保育認定時間を超えて保育を行う事業です。 

 

（算出方 

                                                単位：人 

 
R５ 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み ９７５ 988 987 1,002 1,020 1,057 

② 確保方策 ９７５ 988 987 1,002 1,020 1,057 

②－① ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

確保方策の内容 
・ 延長保育利用希望者に対しては、柔軟な受け入れ態勢が整っており、

必要性に応じ利用可能となっております。 
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（２）放課後児童健全育成事業  

共働き家庭など留守家庭の児童に対して、学校の余裕教室などを利用し児童ホ

ームを設置することにより、放課後に適切な遊び、生活の場を与えて、その健全育

成を図る事業です。 

 

（ 

 

                                              単位：人 

 
R6 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み 1,490 １,50５ 1,45２ １,389 1,337 1,284 

1年生 ５０５ 448 436 405 407 374 

2年生 ４２８ 426 395 387 359 361 

3年生 ３５８ 313 
322 

296 292 274 

4年生 １４１ 181 166 170 154 156 

５年生 ３７ 69 69 65 66 55 

６年生 ２１ 68 64 66 59 64 

② 確保方策 1,495 1,535 1,535 1,535 1,575 1,575 

②－① 5 3０ 8３ 146 238 291 

確保方策の内容 
・ 令和７年度に本城児童ホームを拡大し、定員の増加を図ります。 

・ 令和１０年度に成田児童ホームを拡大し、定員の増加を図ります。 

 

 

  

検討中 
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（３）子育て短期支援事業（ショートステイ等）  

保護者が、疾病、疲労など身体上・精神上・環境上の理由により、児童の養育が

困難となった場合に、児童養護施設など保護が適切に行うことができる施設にお

いて、原則７日以内として養育・保護を行う事業です。 

 

（算出方法） 

令和６年度の実績見込みと、今後、受け入れ先の拡充を図り利用者が増加す

ることを見込んで算出   

 

                                         単位：人日/年 

子育て短期支援事業 

（ショートスティ等） 

R5 
(実績) 

R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み ０ 16 20 20 24 24 

② 確保方策 12 16 20 20 24 24 

②－① ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

確保方策の内容 

・ 必要とする方が利用できるように制度の周知を図ります。 

・ 受け入れ先の拡充を図るとともに、受入れ先と年間を通じ

た契約により、受け入れ態勢を整えます。 
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（４）病児・病後児保育事業 

この事業は、子どもが病気または病気の回復期に、保護者が就労等により家庭

での保育が困難な場合に病院・保育所等において、一時的に保育を行うことによ

り、安心して子育てができる環境を整備し、児童福祉の向上を図る事業です。 

 

（算出方法） 

コロナ禍後の令和５年度の実績値とニーズ調査の利用意向率を勘案して算出 

 

                                           単位：人日/年 

病児保育事業 
R5 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み  5９4 594 591 598 606 626 

② 確保方策 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

②－① 1,856 1,806 1,809 1,802 1,794 1,774 

確保方策の内容 
・ 成田ナーシング保育室、めだか病児保育室の 2施設、各定

員 6名で実施します。 
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（５）利用者支援事業 

   子ども及び保護者、または妊娠している方に教育・保育施設や地域の子育て支

援事業の利用について相談に応じ、必要な情報提供・助言を行うとともに、関係機

関との連絡調整を行い円滑に利用できるよう必要な支援を行う事業です。 

 

                                               単位：カ所  

利用者支援事業 
R5 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み  2 2 5 5 5 5 

基本型 0 0 3 3 3 3 

特定型 1 1 1 1 1 1 

こども家庭センター型 1 1 1 1 1 1 

② 確保方策 2 2 5 5 5 5 

基本型 0 0 3 3 3 3 

特定型 1 1 1 1 1 1 

こども家庭センター型 1 1 1 1 1 1 

②－① 0 0 0 0 0 0 

確保方策の内容 

 

・ 保育課内に利用希望者への情報や施設利用状況を案内する

スタッフを配置し、サービスの向上を図っています。 

 

・ 子育て支援課内に「成田市こども家庭センター」を設置し、母

子健康手帳の交付の際に全ての妊婦に対し、保健師などに

よる面談を行い、個々に合った支援プランを作成することに

よって、妊娠期から就学前まで、切れ目ない支援を実施して

います。 

 

 

※ 「地域子育て相談機関（保育所など、子育て世帯がより身近な場所で相談できる

場所）」の量の見込み・確保方策については、今後、検討します。 

 

 

 

検討中 
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（６）地域子育て支援拠点事業 

   子育て支援センター等において、子育ての相談や情報提供を実施するとともに、

子育て中の親子の交流、遊び場の提供などを通じて子育てを支援する事業です。 

 

 

単位：人日/年 

 
R5 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み 58,415 61,226 63,500 65,566 67,524 68,809 

② 確保方策 58,415 61,226 
63,500 

65,566 67,524 68,809 

②－① 0 0 0 0 0 ０ 

 

確保方策の内容 

 

・ 既存の８施設（公共施設 3カ所、公立保育園 2カ所、私立保育園2

カ所、私立認定こども園１カ所）において、それぞれの特色を生か

し、利用者の確保に努めます。 

 

【実施施設】 

  ○ 公共施設 

    子ども館なかよしひろば、三里塚なかよしひろば 

    公津の杜なかよしひろば 

  ○ 公立保育園 

    長沼保育園、大栄保育園 

○ 私立保育園 

宗吾保育園、公津の杜保育園 

  〇 私立認定こども園 

    はくと幼稚園 

 

  

検討中 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー･サポート･センター事業） 

   ファミリー・サポート・センター事業のうち、就学児童の預かりや送迎等、放課後

児童健全育成事業関係の支援を希望する者（利用会員）と、支援を行うことを希望

する者（協力会員）及びどちらも希望する者（両方会員）との相互援助活動に関す

る連絡・調整を行います。 

 

（算出方法） 

コロナ禍後の令和５年度の実績値とニーズ調査の利用意向率を勘案し、さらに

今後、フルタイム及びパートタイム等への移行の増加を見込んで算出 

  

単位：人日/週 

 
R5 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み ５ 18 18 18 18 18 

② 確保方策 ５ 18 18 18 18 18 

②－① 0 0 0 0 0 0 

確保方策の内容 

・ 利用会員数並びに協力会員数の増加に努め、組織規模を拡

大し、支援内容の周知を図り利用しやすい提供体制を整え

ます。 
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（８）一時預かり事業（幼稚園・保育園ほか） 

保護者が仕事、疾病、用事等の理由により、家庭において保育することが一時的

に困難となった児童を、主として昼間において一時的な預かりを行う事業です。 

 

（算出方法） 

   コロナ禍の影響により、過去の実績の平均からの算出が難しいため、令和5年度

の実績とニーズ調査の利用意向率等を勘案して算出 

幼稚園                                                 単位：人日/年 

預かり保育 
R5 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み 42,639 38,794 36,200 34,745 33,806 34,283 

② 確保方策 42,639 38,794 36,200 34,745 33,806 34,283 

②－① 0 0 0 0 0 0 

確保方策の内容 

・ 保護者の就労等に対応した平日の教育時間終了後及び長期休業期

間における預かり保育の充実を図ります。 

・ 一時預かり利用希望者に対しては、柔軟な受け入れ態勢が整ってお

り、必要性に応じ利用可能となっております。 

 

その他（保育園等）                                     

単位：人日/年 

預かり保育 
R5 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込み 6,0８３ 5,6９２ 5,5９８ 5,６０２ 5,６１８ 5,7３９ 

②  確保方策 21,527 21,527 21,527 21,527 21,527 21,527 

②－① 15,4４４ 15,8３５ 15,9２９ 15,9２５ 15,9０９ 15,７８８ 

確保方策の内容 

・ 既存の２０施設により、引き続き受け入れ態勢を維持します。 

○ 公立保育園：６施設 

中台第二保育園、吾妻保育園、玉造保育園、高岡保育園 

大栄保育園、赤坂保育園  

○ 公立小規模保育事業所：１施設 

松崎保育園 

○ 私立保育園：３施設 

成田保育園、宗吾保育園、公津の杜保育園 

○ 私立認定こども園：２施設 

成田国際こども園、ハレルヤこども園 

○ 私立小規模保育事業所：５施設 

わくわく保育園成田園、わくわく保育園並木町園 

わくわく保育園久住園、ことり保育園スカイタウン園 
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ことり保育園公津の杜園 

○ 私立家庭的保育事業所：２施設 

家庭的保育園にこ、なりたおうちほいくわたぼうし 

○ 私立事業所内保育所：１施設 

なかよし保育園 
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（９）妊婦健診事業 

妊娠中の健康管理の向上と経済的な負担の軽減を図るため、母子健康手帳交

付時に、妊婦健診 14回分の助成券を発行しています。 

 

（算出方法） 

令和2年度から 5年度までの健診受診者数と0歳児人口の割合の平均を推計

人口に乗じて算出 

  単位：人 

 

 

（１０）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

 生後４か月までの乳児のいる全ての家庭に、保健師、助産師が訪問し、子育て支援

に関する情報提供を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言

を行い、支援が必要な家庭に対し適切なサービスの提供につなげ、乳児を育ててい

る家庭の孤立化を防ぎ、健全な育成環境の確保を図ります。 

 

（算出方法） 

令和 2年度から 5年度までの 0歳児人口に対する実施率の平均を推計人口に

乗じて算出 

単位：人 

 
R5 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込 736 756 777 795 810 825 

② 確保方策 736 756 777 795 810 825 

②－① 0 0 0 0 0 0 

確保方策の内容 
・ 保健師または助産師を派遣し、乳児家庭全戸訪問事業を実施し

ます。 

 
R5 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込 816 885 905 922 939 957 

② 確保方策 816 885 905 922 939 957 

②－① 0 0 0 0 0 0 

確保方策の内容 ・ 契約医療機関において、妊婦健診を実施します。 
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（11）養育支援訪問事業 

児童虐待防止や育児不安を抱えているなど、養育支援が特に必要とされる家庭
を対象に保健師や保育士が訪問し、保護者の育児・家事等の養育能力を向上させ
るための支援や相談支援を行います。 

 

（算出方法） 

令和２～５年度の利用者数及び令和６年６月までの利用者数を勘案して算出 

単位：人 

 
R5 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込 ２２３ ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ 

② 確保方策 ２２３ ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ 

②－① ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

確保方策の内容 
・ 研修を受けた保健師、保育士が家庭を訪問することにより、養育

支援訪問事業を実施します。 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

世帯の所得状況等を勘案して市が定める基準に該当する場合、特定教育・保育

等を受けた際に、日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入費用や

行事参加費用、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園の副食材料費

用に対し、助成を行います。 

 

（算出方法） 

令和2年度から 4年度までの過去3年の実績値と推計人口の変化率を勘案

して算出 

 

単位：人 

 
R5 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込 44５ 747 737 740 744 762 

② 確保方策 44５ 747 737 740 744 762 

②－① ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

確保方策の内容 
・ 特定教育・保育施設などを通して、対象者に補足給付事業の周

知を図ります。 

 

 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

特定教育・保育などへの民間事業者の参入の促進に関する調査研究を行うとと

もに、多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設などの設置・運営を促進

するための事業を必要に応じて実施するほか、小学校就学前の子どもを対象とし

た多様な集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担の軽減を図ります。 
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（14）子育て世帯訪問支援事業 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える、特に支援が必要な子育て家庭、妊産

婦、ヤングケアラー等がいる家庭を対象に、訪問支援員が居宅を訪問し、家庭が抱え

る不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等を支援し、養育環境を整える事業

です。 

 

（算出方法） 

  令和5年度の利用者数の実績と、今後、受け入れ先の拡充を図り利用者が増加

することを見込んで算出   

単位：人 

 
R5 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

①  量の見込 86 150 170 170 200 200 

②  確保方策 86 150 170 170 200 200 

②－① 0 0 0 0 0 0 

確保方策の内容 
・ 受け入れ先の拡充を図り、支援を必要とする子育て世帯への支

援態勢を整えます。 

 

（15）児童育成支援拠点事業（新規で実施を検討しているものです） 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児

童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、相談・

支援等を行う事業について、実施を検討します。 

 

単位：人 

 
 
 

R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込 0 0 20 20 20 20 

② 確保方策 0 0 
20 

20 20 20 

②－① 0 0 0 0 0 0 

確保方策の内容 
・ 令和●年度から、１施設において、児童育成支援拠点事業を実施

します。 
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（16）親子関係形成支援事業 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に

対し、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言等の支援を

行う事業について、必要に応じて実施します。 

 

 

（１７） こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業） 

保護者の就労要件などを問わず、保育所や幼稚園に通っていない生後 6ヶ月以

上満 3歳未満の児童を保育所などの施設に通わせることができる制度です。 

（令和 7年度のみ地域子ども・子育て支援事業に位置付けられ、また、令和 8年度

からは新たな給付制度として位置付けられるため、記載場所については別途検

討） 

 

  単位：人 

 
R６ 

(見込み) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込    
 

  

② 確保方策       

②－①       

確保方策の内容  

 

 

  

検討中 
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（１８） 産後ケア事業 

  産後に家族等から十分な家事や育児などの支援が受けられず、心身の不調や育
児不安のある方などに対して、助産師等の専門職がサポートをする事業です。 

 

 
R５ 

(実績) 
R7 R8 R9 R10 R11 

① 量の見込       

② 確保方策     
 

 

②－①       

確保方策の内容  

 

 

（１９） 妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業 

  妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、妊婦のための支援給付と妊婦へ

の相談支援を行う妊婦等包括相談支援事業が令和 7年度から創設されます。 

記載方法については、今後、国の通知等を踏まえ検討します。 

 

検討中 


